
常総労働基準監督署管内では、今年に入り死亡災害が５件発生しており、危機的状況

にあります。また、腕の切断等の重篤な労働災害も多数発生しており、大変憂慮すべき事

態です。これらの重篤な労働災害は、はさまれ・巻き込まれ災害や、墜落災害が多数を占

めており、対策を講じることが急務となっています。そこで、当署においては、年末年始無

災害運動を実施し、労働災害の撲滅に全力を挙げて取り組むことといたします。

皆様の事業場におかれましても、自主的な安全確保の再確認等を徹底され、絶対に死

亡・重篤災害を発生させない姿勢で臨むようお願いいたします。

常総労働基準監督署管内

年末年始無災害運動

〈事業者における取組事項〉

実施期間：令和６年１２月１日～令和７年１月３１日

①はさまれ・巻き込まれ災害防止について ②墜落災害防止について

・ 安全カバーの状況を確認すること。

（特に回転部に注意）

・ 非定常作業時（掃除等）の運転停止を

徹底し、作業標準を作成すること。

・ 危険箇所に表示を行い、危険の「見え

る化」を行うこと。

・ 中二階等に、手すり及び中さんが設け

られているかを確認すること。

・ 開口部に覆い、囲い等を設けること。

・ 墜落時保護用ヘルメットを着用すること。

・ はしご、脚立の使用方法について教育

を実施すること。

＜ 協 賛 者 ＞

建設業労働災害防止協会茨城県支部常総分会

陸上貨物運送事業労働災害防止協会茨城県支部県西分会

陸上貨物運送事業労働災害防止協会茨城県支部常総分会（一社）常総労働基準協会

常総労働基準監督署



令和６年 常総署管内で発生した死亡災害

令和６年 常総署管内で発生した重症災害

ご安全に！


